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資料文献コーナー   『前川喜平が語る、考える。』（本の泉社）    

運営委員  設楽春樹 

                 

（１）二人の対談 

 1970 年代のある時

期、東京大学で教鞭を

とっていた堀尾輝久先

生（現・東大名誉教授）

の授業を「もぐり」で

受けにきていた法学部

の学生がいた。それが

前川喜平氏だった。彼

は卒業後、文部省に入

省し、エリート官僚と

してトップの事務次官にまでなった（2017年 1月退

官）。一方の堀尾先生は、家永・教科書裁判で教育学

の専門家として証言し、画期的な杉本判決（1970年）

を引き出したり、分裂前の日教組教研集会の助言者

をされたりと、ずっと文部省（文科省）に批判的な

立場をとってきた教育学者。その二人が約 40年の時

を経て出会った。その対談が、この本に収録されて

いる。 

（２）権利としての教育―学習権という言葉 

教科書裁判の原告、家永三郎先生（当時・東京教

育大学教授）は、自分の著した高校用日本史教科書

に対する文部省の検定を不服として、三次にわたる

教科書裁判を闘った。私も 70年代初めころ学生で、

時々家永先生を見かけたのだが、小柄で痩せた先生

のどこに長期の裁判を闘うエネルギーがあるのかと

思ったものだ。 

家永先生は次のように述べている。 

自分の受けた戦前の学校教育は「国家権力が完

全に教育内容を掌握して、国家権力の思うとおり

の人間を育成するという」ものだった。だから、（教

科書裁判は）「権力が教育内容に介入することを許

さないという、それがいちばんのねらいであっ

た」、そして、杉本判決（1970年）は「非常に格調

の高い判決文であった」。（『ドキュメント日本国憲

法』より要約） 

戦前の教育と戦後の教育は根本的に異質なものだ。

国の都合だけで一方的に教育が行われた戦前に対し

て、個人の尊重、個人の人権から出発するのが戦後

教育の考え方である。そして、1970年の杉本判決は

「教育を受ける権利」（憲法 26条）などを生来的権

利である「学習権」と捉え直し、判例として初めて

この語を用いた。これは堀尾先生たちの大きな功績

なのだが、このことで戦後教育の本質はさらに明確

になった。 

日本国憲法が保障する基本的人権は「人類の多年

にわたる自由獲得の努力の成果（憲法 97条）」であ

る。長い年月をかけて人類が到達した珠玉のような

人権思想や教育思想の到達点を取り入れたからこそ、

杉本判決は「非常に格調の高い判決文」になった。 

しかし、この東京地裁判決が確定することはなく、

文部省（文科省）もこの立場をとることはなかった。

だから、文部省（文科省）の官僚が「学習権」とい

う言葉を使うことはまずないと思っていた。ところ

が、前川氏はいとも簡単に、この本の中で「学ぶこ

とによって、人間は人間らしい生活をおくれるよう

になる。憲法はさまざまな人権を保障していますが、

さまざまな人権があったとしても、学習権が充分に

保障されなければ実現できない（ｐ126）」と述べて

いる。 

（３）現場で頑張ってくれ 

今は教員組合でも講演をする前川氏だが、この本

の中で「日本の教育行政はかなりおかしくなってい

るけれども、しかし教室までやってきてその授業を

やめろ、弁士中止、みたいなことが起こっているわ

けじゃないんだから、現場で頑張ってくれと話すん

です。ちょっと無責任ですけれど、教育基本法が変

わり、道徳が教科化され、国旗・国歌については厳

しく指導しろと言うけれど、しかし実際に子どもた

ちに接しているのはあなた方です。圧倒的に有利な

ポジションにいます。いくら霞が関や永田町がいろ

んなことを叫んだって、子どもたちに直接触れてい

るのは先生方なんだから、そこで頑張ってくれと話

しています（ｐ71）」と述べている。 

文部科学省事務次官だった人がこれを言うのは本

当に「ちょっと無責任」だと思うけれど、教員が現

場で毎日仕事をする心構えは、結局そういうことだ

なと私も納得してしまう。 


